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吹田市条例第号

行政財産の使用料の徴収に関する条例の一部を改正する条例（案）

行政財産の使用料の徴収に関する条例（昭和39年吹田市条例第12号）の一部を

次のように改正する。

第1条中「行政財産の目的外使用許可」を「目的外使用許可」に改める。

第2条の見出しを「（使用料の納付）」に改め、同条中「行政財産の」を削る。

第3条の見出しを「（使用料の減額又は免除）」に改め、同条中「次の各号の一に

該当するものは、使用料の額を減額し、又はこれを徴収しない」を「市長（教育委員

会が徴収する使用料にあっては、教育委員会。次項（第3号を除く。）において同

じ。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除する」

に改め、同条に次のただし書を加える。

ただし、次項各号のいずれかに該当することを理由として使用料の減額若しくは

免除の全部若しくは一部又は目的外使用許可を取り消された日から1年を経過しな

い者に目的外使用許可をする場合は、この限りでない。

第3条第1号中「もの」を「と認めるとき。」に改め、同条第2号中「もの」を

「者が使用するとき。」に改め、同条第3号中「市長が」を「その他」に、「と認め

たもの」を「があると認めるとき。」に改め、同条に次の2項を加える。

2市長は、使用料の減額又は免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該減額又は免除の全部又は一部を取り消すものとする。

（1）当該行政財産を使用して特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100

号）第3条に規定する公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろう

とする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、若しくは支持し、

又はこれらに反対する活動を行っているとき。

（2）当該行政財産を使用して、使用料の減額又は免除の理由として認められた活動

以外の活動を行っているとき。

（3）その他当該行政財産の目的外使用許可に付した条件に違反し、又はこれに基づ

く市長（教育委員会が管理する行政財産にあっては、教育委員会。次項において

同じ。）の指示に従わないとき。

3前項の規定は、市長が、使用料の減額又は免除を受けた者が同項各号のいずれか

に該当することを理由として、当該行政財産の目的外使用許可を取り消すことを妨

げるものではない。

附則

（施行期日）

1この条例は、平成31年1月1日から施行する。

（経過措置）
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2この条例による改正後の行政財産の使用料の徴収に関する条例第3条第1項及び

第2項の規定は、平成31年1月1日以後に使用料の減額又は免除を決定する場合

の使用料について適用し、同日において現に使用料の減額又は免除をしている場合

の使用料については、なお従前の例による。

〆

(提案理由）

公益上の目的から使用料の減額又は免除をしている公有財産について、

要件を定める必要があるので、本案を提出するものです。の要件を定める必要があるので、

（2）

その取消し ●
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市会議案第16号参考資料

行政財産の使用料の徴収に関する条例現行・改正案対照表
は改正箇所

－

（1）

現 行 改 正案

(趣旨）

第1条この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の4第7項

の規定による許可（以下． ｢行政財産の目的外使用許可」という。）を受けて使用す

る行政財産の使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

（使用料）

第2条 行政財産の目的外使用許可を受けて行政財産を使用する者は、市長が定める

使用料を納付しなければならない。

(減免）
一

第3条 次の各号の一に該当するものは、使用料の額を減額し、又はこれを徴収しな

いことができる。
4■■■■■■■

(1)公益上特に必要がある迫_里

(2)公費の援助を受ける坦坦

(3)壷長が特に必要 と認めたもの

第
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この条例は、地方自治法（昭和22年

定による許可（以下 ｢目的外

の使用料の徴収に関し必要な事項

（使用料の納付）

第2条
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許可」

法律第67号）第238

という。）を受けて使用

めるものとする。

条の4第

する行政

7項

財産

目的外使用許可を受けて行政財産を使用する者は、市長が定める使用料を納

付しなければならない。

（使用料の減額又は免除）

第3条市長（教育委員会が徴収する使用料にあっては、教育委員会。次項（第3号

でない。

△一再■一

(1)公益上特に必要があると認めるとき。

(2)公費の援助を受ける者が使用するときα

(3)その他特に必要塑亜量_と遥竺量_と-重9－

2市長は､使用料の減額又は免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該減額又は免除の全部又は一部を取り消すものとする。

HI当該行政財産を使用して特定の公職（公職選挙法（昭和25年法律第100
号）第3条に規定する公職をいう。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろう

とする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推臆し、若しくは支持し､－

又はこれらに反対する活動を行っているとき。

②－当該行政財産を使用して、使用料の減額又は免除の理由として認められた活動
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（2）
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は改正箇所
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改 正案

以外の活動を行っているとき。

(3)その他当該行政財産の目的外使用許可に付した条件に違反し、又はこれに基づ

く市長（教育委員会が管理する行政財産にあっては、教育委員会。次項において

同じ。）の指示に従わないとき。

前項の規定は､市長が、使用料の減額又は免除を受けた者が同項各号のいずれか

』皇謹当立二重_三_と_童理由_と_L工1-当謹丘璽壁…笠亙童璽且i幽二三_と_童並

げるものではない。
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